
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     G18 再生砕石の利用基準 
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○ 安全性の条件 

製品又は原料となる「がれき」が、土壌汚染対策法第 5 条に基づく指定基準（土壌

汚染対策法施行規則第 18 条による土壌溶出量基準及び土壌含有量基準）以下であり、

かつ、環境基本法第 16 条第 1 項による土壌の汚染に係る環境基準（平成 3 年環境庁

告示第 46 号）に基づく銅の基準を満足すること。 

スラグの溶出試験については、「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用に関する指針」

中の溶融固化物に係る目標基準に適合していること。 

５ 活用にあたっての留意事項 

①がれき及びリサイクル材の在庫状況の確認 

・（一社）長野県資源循環保全協会員及び協同組合長野県解体工事業協会員企業の各地域

におけるがれき及びリサイクル材の保有状況は、技術管理室から各建設事務所へ配信す

るので確認すること。なお、（一社）長野県資源循環保全協会 HP には地域別の在庫状況

が掲載されている。 

 http://www.nagano-junkan.com/information/saiseki.php 

・（一社）長野県資源循環保全協会員及び協同組合長野県解体工事業協会員以外の在庫に

ついては各建設事務所が調査し把握すること。 

②設計積算（設計変更） 

前項「2 活用のルール」により、40km 以内に再生砕石等が入手可能かの在庫状況を確認

した上で、設計積算（設計変更）すること。 

③材料承認での確認事項 

再生砕石等の材料承認申請は、「再生砕石等 材料承認申請 提出表」（別記様式）※②

により必要事項を明記し提出させること。 

（含有率の確認） 

・材料承認にあたり、再生砕石等のリサイクル材含有率（重量比）を確認すること。 

確認にあたっては、廃棄物処理業者からの「コンクリート塊、アスファルト・コンクリ

ート塊等の処理品」の「出荷証明書」（参考様式）※③を求めること。 

・リサイクル材の含有率が極めて少ないものについては、在庫状況を踏まえ建設リサイク

ル推進の観点から含有率向上の指導をすること。所要の品質を得るため必要に応じて加

える補足材は、必要最小限とすること。必要以上の補足材を加えている場合は、材料承

認できない場合があること。 

・納入された再生砕石等が材料承認時に示された含有率に偽りがあることが判明した場合

は、ペナルティー（施工業者：工事成績評定で減点、納入業者：材料承認取り消し）を

課すこと。 

（品質規格の確認） 

・材料承認にあたり、品質管理基準及び規格値の確認のため、材料の変化に応じて実施し

た材料試験成績書を求めること。なお、１年に最低１回以上は建設事務所等職員が工場

に立ち入り、製造過程及び材料試験の検体採取の確認を行うこと。 

６ 適用年月日 

この基準は、平成 21 年 7 月 1 日から適用する。 

なお、国および県において、本基準に関する新たな基準や指針等が策定された場合及び

施工実績により本基準を見直すことが必要になった場合には、見直すものとする。 
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※① 不純物量の上限値

「JIS A5021 ⑤品質 5.1 不純物量」の規定によるもの（コンクリート用再生骨材の規格を準用）

不純物の内容 上限値（％）

タイル、レンガ、陶磁器類 2.0

ガラス片 0.5

石こう及び石こうボード片 0.1

その他無機系ボード 0.5

プラスチック片 0.5

木片、紙くず 0.1

不純物量の合計（全不純物量） 3.0

注）アスベスト含有産業廃棄物は含んではならない。

注）

再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底について

（国土交通省・環境省通知（平成 22年 9月 9日付け国総建第 113 号、環廃産発第 100909002 号））

〈 略 〉

再生砕石の材料となるコンクリート塊等の取扱いについては、建築物等の解体工事、産業廃棄物

の運搬及び処分等のそれらを取り扱う各段階において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

45 年法律第 137 号）、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）

等の関係法令により規定されている。

しかしながら、昨今、石綿を含む建設資材廃棄物が混入した再生砕石が使用されている事案があ

ったとの一部新聞報道等があったところである。

このような事態に鑑み、厚生労働省、国土交通省及び環境省の三省において、別添写しのとおり、

再生砕石への石綿含有産業廃棄物（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であっ

て、石綿をその重量の 0.1％を超えて含有するもの）の混入防止の徹底等について、改めて、各関

係団体あて通知したところである。

〈 略 〉
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